
16

3.　CDMの活用

3-3.　CDMプロジェクトの計画策定

環境影響分析（又は環境影響評価）

◆ プロジェクト設計書には、プロジェクト

実施に伴う、プロジェクト境界内外に

対する環境への影響分析の結果を記

載することが必要

◆ プロジェクト参加者又はホスト国が、

環境への影響が大きいと判断した場

合には、環境影響評価（環境アセスメ

ント）を実施することが必要

◆ 「影響が大きい」の判断基準、「環境

影響分析」の具体的内容は、特定さ

れていない

◆ 「環境影響評価」の手続き等について

は、ホスト国の国内制度に従う
［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ37(c), p34］

利害関係者からのコメント

◆ プロジェクト設計書には、地元の利害関

係者からのコメント、及びそれらに対す

る対応結果について記載することが必

要［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ37(b), p34］

☞利害関係者とは、プロジェクトの実

施によって影響を受ける（又は受

ける可能性のある）個人、団体、

地域社会等のこと

◆ 「利害関係者」とは、CDMプロジェクトに

よって影響を受ける（又は受けると考え

られる）個人、グループ、地域社会等と

されているが、特定されてはいない
　　［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ1(e), p26］

◆ コメントの受付に関する具体的な手続き

については、特定されていない

公的資金の活用に関する情報

◆ プロジェクト設計書には、附属書

Ⅰ国からの公的資金の活用に関

する情報を記載することが必要

☞プロジェクトが公的資金を

活用している場合、「その資

金がODAの流用（diversion）

ではない」という、附属書Ⅰ

国の確認書を添付すること

が必要

プロジェクト設計書（P13参照）の主な項目（３）

参考：ベースライン設定・モニタリング方法に対する新たな方法の採用、既存方法の改訂について［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ38~39, p35］

☞ベースライン設定・モニタリング方法について、CDM理事会によって承認されていない、新たな方法又は既存方法を改訂して採用しようとする場合は、CDMプ
ロジェクトとして登録申請する前に、指定運営組織がその方法についてプロジェクト設計書案と共に、CDM理事会に提出して審査を受けることが必要

⇨CDM理事会へ提出すべきかどうかの判断及び提出は、指定運営組織が行う
☞CDM理事会は、可能であれば次回会合にて、また長くても４ヶ月以内に審査を行う

⇨承認されれば、その方法が公開され、今後採用することができる
☞CDM理事会に承認された方法であっても、COP/MOPが見直しの要請を行った場合、当該方法は今後採用することができなくなる

⇨ ただし、見直し日以前に既に当該方法によって登録されたCDMプロジェクトについては、そのクレジット期間中は影響しない
☞既に実施されているCDMプロジェクトのモニタリング計画を変更する場合には、プロジェクト参加者が、変更によってデータの正確性、完全性が高まることを

実証し、指定運営組織の有効化を受けることが必要［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ57, p38］
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3.　CDMの活用

Ｂ．３．　当該プロジェクト活動への適用方法についての記述

Ｂ．４．　当該CDMプロジェクトがなかった場合と比べ、人為的GHG排出量
がどのように削減されるのかについての記述

Ｂ．５．　そのベースライン方法に関して、どのようにプロジェクト境界を設定
したのかに関する記述

Ｂ．６．　ベースライン検討の詳細

Ｂ．６．１．　ベースラインに関する本セクションの作成日

Ｂ．６．２．　ベースラインを設定した個人/主体名

Ａ．４．３．　プロジェクト活動で採用する技術

Ａ．４．４．　提案するCDMプロジェクト活動による人為的GHG排出量の
削減に関する概要説明

Ａ．４．５．　プロジェクト活動に対する公的資金

Ｂ．ベースラインの方法

Ｂ．１．　プロジェクト活動に適用したベースライン方法の名称及び出典

Ａ．２．　プロジェクト活動の内容（持続可能な開発への貢献としての考え方等）

Ａ．３．　プロジェクトへの参加者

Ａ．４．１．　プロジェクト活動の場所

Ａ．４．１．１．　ホスト国

Ａ．４．１．２．　地域／州等

Ａ．４．１．３．　市／都市等

Ａ．４．１．４．　実施場所の詳細

Ａ．４．２．　プロジェクト活動の種類

Ｂ．２．　その方法を選択した正当性と当該プロジェクト活動への適用理由

Ａ．１．　プロジェクト活動の名称

Ａ．４．　プロジェクト活動の専門的記述

Ａ．プロジェクト活動の概要

Ｃ．１．　プロジェクト活動期間

Ｃ．１．１．　プロジェクトの活動開始時期

Ｃ．１．２．　想定されるプロジェクトの活動期間

Ｃ．２．　クレジット獲得期間の選択及び関連情報

Ｃ．２．１．　クレジット獲得期間を更新する場合（１期間当たり最大７年間）

Ｃ．２．１．１．　第１期クレジット獲得期間の開始時期

Ｃ．２．１．２．　第１期クレジット獲得期間の長さ

Ｃ．２．２．　クレジット獲得期間を固定する場合　（最大10年間）

Ｃ．２．２．１．　クレジット獲得期間の開始時期

Ｃ．２．２．２．　クレジット獲得期間の長さ

Ｄ．モニタリングの方法及び計画

Ｄ．１．　プロジェクトに適用したモニタリング方法の名称及び出典

Ｄ．２．　当該方法を選択した正当性及び当該プロジェクト活動への適用理由

Ｄ．３．　プロジェクト活動からの排出量をモニタリングするために収集するデー
タ及び保存方法

Ｄ．４．　潜在的なリーケージ（プロジェクト境界外からの排出量）をモニタリン
グするために必要なデータの特定、その収集及び保存方法

Ｄ．５．　ベースラインの設定に必要な関連データの特定、その収集及び保存
方法

Ｄ．６．　モニタリングにおける品質管理（QC）・品質保証（QA）のための手順

Ｄ．７．　モニタリング方法を決定した個人/主体名

Ｃ．プロジェクト活動期間／クレジット獲得期間

3-3.　CDMプロジェクトの計画策定

CDMのプロジェクト設計書の記入項目の概要（1）
◆ プロジェクト設計書の具体的な記入項目の概要は以下のようになっている（2002年8月29日発表のバージョン01に基づく）
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Ｇ．３．　受け取ったコメントへの対応についての報告

Ｇ．２．　受け取ったコメントの概要

Ｇ．１．　地元の利害関係者のコメント受付・集計プロセスの概要

Ｅ．６．　上記計算式での算出に用いた表

Ｆ．環境への影響

Ｆ．１．　環境への影響（国外への影響含む）について分析した文書

Ｆ．２．　ホスト国又はプロジェクト参加者によって、環境への影響が大きい
と判断された場合には、環境影響評価（ホスト国で求められる手順
に従ったもの）の結果及び全関連文書

Ｇ．利害関係者のコメント

別紙１．プロジェクト参加者についての連絡先

Ｅ．３．　プロジェクト活動によるGHG排出量（Ｅ．１．とＥ．２．の合計）

Ｅ．２．　プロジェクト活動による人為的なGHG排出量（プロジェクト境界外
のリーケージ分）の推定に用いた計算式についての記述

Ｅ．１．　プロジェクト活動による人為的なGHG排出量（プロジェクト境界内）
の推定に用いた計算式についての記述

Ｅ．５．　プロジェクト活動によるGHG排出削減量（Ｅ．４．とＥ．３．の差）

Ｅ．４．　ベースライン排出量の推定に用いた計算式についての記述

別紙２．公的資金についての情報

Ｅ．GHG排出源ごとの排出量の計算

６．　当該モニタリング方法の強み／弱みの評価

５．　モニタリングにおける品質管理（QC）・品質保証（QA）のための手順

４．　新たな方法を開発するに際して私用した仮定

７．　当該方法について他の成功事例があるかどうか（ある場合の状況等）

３．　潜在的なリーケージ（プロジェクト境界外からの排出量）をモニタリング
するために必要なデータの特定、その収集及び保存方法

２．　プロジェクト活動からの排出量をモニタリングするために収集するデー
タ及び保存方法

１．　提案する方法の概要

別紙４．新たなモニタリング方法 （新たな方法を採用した場合）

10．　その他考慮事項（例：国又は部門毎の政策、状況等をどのように考慮
に入れたかについての説明）

９．　当該ベースライン方法の強み／弱みの評価

８．　提案するベースライン方法の開発に際してとった基準（透明性、保守性
に沿って開発したことの説明含む）

７．　当該ベースライン方法による潜在的リーケージへの対応に関する記述

６．　当該ベースライン方法によるベースライン排出量の計算及びプロジェク
トの追加性決定に関する記述

５．　不確実性評価

２．２．　全体的な記述　

２．１．　基本的な考え方

２．　方法に関する記述

別紙３．新たなベースライン方法 （新たな方法を採用した場合）

１．　提案する方法の名称

３．　主要なパラメータ/仮定、検討及び採用されたデータの出所

４．　ベースライン方法に関連したプロジェクト境界の定義

3-3.　CDMプロジェクトの計画策定

CDMのプロジェクト設計書の記入項目の概要（2）
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3-4.　CDMプロジェクト実施前の有効化と登録の手順

指定運営組織

（DOE：Designated Operational Entity）

CDM理事会

（EB：Executive Board）
CDMプロジェクト参加者

①公開されているリストの中から指定運

営組織を選定・契約

　［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ37, p34］ ③CDMプロジェクトとしての要件が満たされている
かどうかを審査（ホスト国が京都議定書を締結し
ていること、CDMプロジェクトとしての適性、プロ
ジェクト設計書の内容等）
［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ37, p34］

⑥プロジェクト参加者に、有効化の確
認と、CDM理事会への有効化報告
書の提出日程を通知［案/CMP1(12
条) ANXﾊﾟﾗ40(e), p35］

④プロジェクト設計書を公表し、締約国、利害関係

者、認定されたNGOからのコメントを30日間以内

受け付ける（コメントは公表される）

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ40(b)~(d), p35］

⑦CDM理事会に有効化報告書（プロジェクト設計書、

ホスト国・投資国の承認書類、④のコメントへの

対応結果等含む）を提出し、登録を申請

　（有効化報告書は公表される）

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ40(f)(g), p36］

Yes

⑧CDMプロジェ

クトとして登録

（registration）

☞登録申請受

理から８週間

以内

要求がなかった場合要求があった場合

適切な見直しを行えば、当該プロジェクト

について、再度、有効化・登録の手続きを

行うことが可能

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ42,p36］

⑤有効化（validation）の判断

投資国、ホスト国、又はCDM理事会
の委員３名以上から再審査の要求
［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ41, p36］

登録可登録不可

再審査要求後、次
々回のCDM理事会
会合までに再審査
を終了し、決定内
容とその理由をプ
ロジェクト参加者に
通知し、公表

②選定した指定運営組織に対し、プロジェ

クト設計書（P14～18参照）を提出

No

プロジェクト

参 加 者 に

理由を通知
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3-5.　CDMプロジェクト実施後のCERの検証・認証・発行の手順

指定運営組織

（DOE：Designated Operational Entity）

CDM理事会

（EB：Executive Board）
CDMプロジェクト参加者

③検証（verification）の実施

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ62(a)~(g), p39］

☞プロジェクト設計書との整合性の確認

☞必要に応じて現地調査（記録のチェック、プロ

ジェクト参加者・地元利害関係者へのインタ

ビュー、計測機器の正確性の確認等）

☞排出量とベースラインを比較し、排出削減量

を算出

☞必要があれば、プロジェクト参加者にモニタリ

ング方法を将来変更するよう勧告したり、追

加情報の提供を求める

☞検証を行う頻度は「定期的」と規定されている

⑥認証報告書をホスト国・投資国、CDM理事会に提

出（CER発行の申請）するとともに公表

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ63~64, p40］

要求がなかった場合要求があった場合

⑤排出削減量を正式に書面で認証（certification）

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ63, p40］ ⑦CERを発行

(issuance)

☞発行申請

受理後、15

日以内

再審査

しない

投資国、ホスト国、又はCDM理事会
の委員３名以上から再審査の要求
［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ65, p40］

再審査実施決定後、30日以

内に再審査を終了

決定内容とその理由をプロジェ

クト参加者に通知し、公表

発行可

再審査要求後、次のCDM
理事会会合で再審査する
かどうかを決定（再審査は
、不正・違法行為、指定運
営組織の能力不足による
ものに限定して実施）

④検証報告書をホスト国・投資国、CDM理事会に提

出するとともに公表

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ62(h), p39］

※CDM理事会に要請すれば、１つの

指定運営組織が、プロジェクトの有効

化からCERの検証・認証まで実施する

ことが認められる場合がある

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ27(e), p32］

②モニタリング報告書を公表①（検証・認証を行う）指定運営組織※を

選定し、モニタリング報告書を提出

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ60, p39］
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3-6.　CERの分配の手順

① CER は CDM 登 録 簿 （ CDM 

registry）に発行される

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ66,p40］

② 「 収 益 の 一 部 （ share of 

proceeds）」が差し引かれる

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ66(a),p40］

◆CDM登録簿（P47参照）とは、非附属書Ⅰ国のCERの発行、保有、移転、取得を正確に記

録するためにCDM理事会が設立・運営するもの

◆発行されたCERの２％が、途上国支援のため「収益の一部」が差し引かれる

☞ 最貧国におけるCDMプロジェクトについては、差し引かれない［決17/CP7 ﾊﾟﾗ15,p23］

◆発行されたCERのうちしかるべき％分が、 CDMの制度の運用経費に充てるための「収

益の一部」が差し引かれる

☞ 具体的な％の数字についてはCOPが別途決定する（現時点では未決定）　　　　
［決17/CP7 ﾊﾟﾗ16,p23］

◆ホスト国やCDMプロジェクト参加者からの要請に応じて、CERを分配する

☞ ホスト国との分配比率を、予め決めておくことが必要

☞ プロジェクト参加者が事業者の場合、CERを保有するためには国別登録簿

（national registry）に当該事業者の口座が開設されていることが必要（日本での開

設手順は未定）

◆（必要に応じて）CDMプロジェクト参加者の間でCERを分配する

☞ プロジェクト参加者が複数の場合は、それらの間での分配比率を予め決めておくこ

とが必要

☞ 公的資金を活用している場合、政府との分配比率を予め決めておくことも要検討

CERの活用についての留意事

項はP43、44参照

③残りのCERをホスト国とCDMプロ

ジェクト参加者とで分配する

［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ66(b),p41］

参考： 指定運営組織の指定の一時停止・取消による既存のCDMプロジェクトへの影響 ［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ22~24,p31］ （指定運営組織

の指定取消についてはP11参照）

☞既に登録されているCDMプロジェクトの有効化、検証・認証を実施した指定運営組織が指定の一時停止・取消となっても、当該運営組織が作成した各種報
告書（有効化報告書、検証報告書、認証報告書）に重大な欠陥がない限り、当該CDMプロジェクトに対する影響はない

⇨「重大な欠陥」の定義は、特定されていない
☞重大な欠陥があった場合、CDM理事会が指定する別の指定運営組織が、欠陥の再審査・訂正を実施する

⇨ 再審査のための費用は、指定が一時停止・取消された運営組織が負担する
☞再審査の結果、過剰なCERが発行されていたことが判明した場合、指定が一時停止・取消された運営組織が、再審査終了後30日以内に過剰発行分に相当

する排出枠（AAU、ERU、CER、RMU）を取得し、CDM登録簿の取消口座（cancellation account、P47参照）に入れなければならない
☞指定運営組織の指定の一時停止・取消が既存のプロジェクトに影響を及ぼす場合、一時停止・取消の前に、影響を受けるプロジェクト参加者に対し、聴聞の

機会が与えられる



22

3.　CDMの活用

3-7.　小規模CDMプロジェクトの簡易な手続き

◆ 小規模CDMプロジェクトの３つのタイプの具体的な定義（上限値）は以下のようになっている［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ1~7］

☞これら３つのタイプは相互に独立的な概念である（例えば、ある１つのプロジェクトが再生可能エネルギー部分と省エネルギー部分から構成される場

合、それぞれの部分が小規模CDMの定義に合致していないと、当該プロジェクトに小規模CDMとしての簡易な手続きを適用することができない）

タイプ１：再生可能エネルギー
　　　　　 プロジェクト
最大出力が15MW（＝１万5000kW）

（又は同量相当分）まで
◆ 「MW」とは基本的に電気の単位

とするが、適切な係数を乗じて
算出した熱量や出力の単位でも
可

◆ 「最大出力」とは、機器・プラント
の製造者の示す設備/定格容量

☞実際の負荷率ではない
◆ 「再生可能エネルギー」の定義

は、CDM理事会が該当する活動
のリストを作成する

☞リスト作成に当たっては経
験を考慮するとともに、新
たな提案に応じて詳細化・
発展させる

☞現時点でのリスト案として
は、太陽光・太陽熱、風力、
ハイブリッド（風力とディーゼ

ル等）、バイオガス、バイオ
マス、水力、地熱、廃棄物
等が挙がっている

［第３回CDM理事会議題（注釈付き）］

タイプ２：省エネルギープロジェクト

エネルギー供給又は需要サイドにおける年間

の削減エネルギー消費量が15GWh（＝1500万

kWh）（又は同量相当分）まで

◆ 「省エネルギー」の定義は、CDM理事会が

該当する活動のリストを作成する
☞リスト作成に当たっては経験を考慮す

るとともに、新たな提案に応じて詳細
化・発展させる

☞現時点でのリスト案として、供給サイド、
需要サイド（産業・業務・家庭・運輸部
門等）における様々な省エネルギーの
例が挙げられている

　　［第３回CDM理事会議題（注釈付き）］

◆ エネルギー効率（投入MW当たりの活動量）

を高めることが必要

☞活動量が低下したことによるエネルギー

消費量削減は対象外

タイプ３：人為的な排出量を削減するプロジェクト

排出量がCO2換算で年間15kt（＝1万5000t）未満

◆ タイプ３の例として農業（家畜排せつ物の管理、

消化管内発酵低減、施肥量改善、稲作にの

水管理改善等）、燃料転換、工業プロセス、廃

棄物処理等が挙げられている。

◆ その他に、CO2のリサイクル、CO2以外の温室

効果ガスの排出削減も対象となる

プロジェクトがない場合

プロジェクトがある場合

15GW
まで

年間ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（GWh）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始
時間

プロジェクトがない場合

プロジェクトがある場合

15kt
まで

年間排出量
（kt-CO2換算）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始
時間
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小規模CDMプロジェクトと通常のCDMプロジェクトとの手続きの違い
◆ 小規模CDMプロジェクトの定義（P13参照）に合致する場合、通常のCDMプロジェ

クトと比べて、まず以下のような点で手続きが簡易となる［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ9］

☞複数の小規模プロジェクトをバンドリング（一括化）して、手続きを行うこと

が可能（P24参照）

☞プロジェクト設計書の要求事項が少ない（P25参照）

☞プロジェクトの種類毎に簡易化されたベースラインの適用が可能

☞モニタリング計画の要求事項が少ない

☞同じ指定運営組織が有効化と検証・認証を行ってもよい

◆ その他に手続き面で以下のような違いがある

☞CDMの制度の運用経費に充てるためCERから差し引く「収益の一部（P21

参照）」、及びCDMプロジェクトとしての登録料について、低めの設定が考

慮される［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ21］

☞CDM理事会による登録（P19参照）に際し、再審査の要求がない限り４週間

以内に登録される［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ24］

⇨通常のCDMは８週間以内

☞リーケージ（P15参照）の計算の簡易化が考慮される［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ30］

◆小規模CDMプロジェクトのタイプ１～３（P22参

照）の種類（14種）毎に、簡易化されたベース

ライン設定・モニタリング方法案を開発済み
［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ10］

☞ 具体的にリスト化されている

⇨ 文書案としては「決21/CP8 ANX-II 

APX-B」参照

☞ これらの種類以外の小規模CDMプロジェ

クトを排除するものではない

☞ CDM理事会は、少なくとも１年に１回は

それらを見直し、必要に応じて修正する
［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ17］

☞ プロジェクト参加者は、新たな小規模

CDMプロジェクトの種類や、既存の簡

易化されたベースライン設定・モニタリ

ング方法の改訂をCDM理事会に提案

することができる ［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ15］

◆ベースライン設定・モニタリング方法について

リスト化されているものを適用するためには、

当該小規模CDMプロジェクトを実施する上で

別途定義される「障壁」が１つ以上あることを

指定運営組織に示すことが必要［決21/CP8 

ANX-II ﾊﾟﾗ28］

☞ 「障壁」の定義についてはP24参照

☞ 具体的リスト[決21/CP8 ANX-II APX-B]に

よって特定できる場合には、 「障壁」の

代わりに、通常ではそのプロジェクトが

実施されない定量的証拠を提供するこ

とも可

参考：プロジェクト参加者が、既存の種類以外の新たな小規模CDMプロジェクトを提案
する場合（開発済みの簡易化されたベースライン設定・モニタリング方法の改訂を提
案する場合を含む）［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ16］

☞プロジェクト参加者が、当該技術/活動、ベースライン設定・モニタリング方法提案に関する情報を、書
面でCDM理事会に提出する

☞CDM理事会は、可能な限り次回の会合までに、提案された方法を検討する

⇨CDM理事会は、それらの検討に際して、必要に応じて適切な専門家を活用することができる

☞一度承認されれば、既存の種類や開発済みの方法を修正する
☞既存の種類・方法の修正は、それ以降に登録される小規模CDMプロジェクトについてのみ適用する

⇨既に登録済みの小規模CDMプロジェクトのクレジット期間に対しては影響しない［決21/CP8 

ANX-II ﾊﾟﾗ18］

3.　CDMの活用

3-7.　小規模CDMプロジェクトの簡易な手続き
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3.　CDMの活用

3-7.　小規模CDMプロジェクトの簡易な手続き

プロジェクトのバンドリング（一括化）
◆ 複数のプロジェクト活動を併せても、それらの合計値が小規模

CDMプロジェクトとしての上限値を超えない限り、プロジェクト

設計書の作成・有効化・登録・モニタリング・検証・認証をバンド

リングして行うことが可［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ9(a) ］

☞バンドリングされた小規模CDMプロジェクトのモニタリン

グについて、それぞれのプロジェクト活動のサンプルを用

いる全体モニタリング計画を提案することができる［決

21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ19］

プロジェクトのデバンドリング（細分化）
◆一方で、大規模なCDMプロジェクト活動をデバンドリング（細分化）

し、複数の小規模CDMプロジェクトとして簡易な手続きをとること

はできない［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ12(c)］

☞ 別々に申請された小規模CDMプロジェクトが、以下の全て

の事項に当てはまる場合にデバンドリングと見なされる
　　［決21/CP8 ANX-II APX-C]

⇨ プロジェクト参加者が同じ

⇨ プロジェクトの種類/技術等が同じ

⇨ それぞれのプロジェクト境界の最短距離が１km以内

であり、かつ申請が２年以内

小規模CDMプロジェクトの実施上の「障壁」
◆ ベースライン設定・モニタリング方法についてリスト化されているもの[決21/CP8 ANX-II APX-B]を適用するためには、以下に定義される

「障壁」が１つ以上あるために、通常では当該小規模CDMプロジェクトが実施されないことを説明することが必要［決21/CP8 ANX II ﾊﾟﾗ28］

◆ 「障壁」の定義［決21/CP8 ANX-II APX-B ATT-A ﾊﾟﾗ1］

☞【投資障壁】　当該プロジェクトと比べて、採算上、実現性が高い代替案（ただし排出量は増大）がある

☞【技術障壁】　当該プロジェクトで採用する新技術のリスク（性能の不確実性や市場普及率の低さに起因）を低減する、技術的に

は低い代替案（ただし排出量は増大）がある

☞【慣習による障壁】　慣習、既存の規制、又は政策的な必要性から採用される技術（ただし排出量は増大）がある　

☞【その他の障壁】　プロジェクト参加者が特定するその他の障壁（制度的な障壁、情報不足、経営資源、組織能力、資金源、又は

新技術の採用能力）によって、プロジェクトがなかった場合には排出量が増大する

小規模CDMプロジェクトとしての上限値を超えた場合
◆ ある小規模CDMプロジェクトの活動が、検証期間中に小規模CDMプロジェクトとしての上限値を超えてしまった場合、CERは上限値ま

でしか発行されない［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ8］
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3.　CDMの活用

Ｃ．プロジェクト活動期間／クレジット獲得期間
　　　 【通常のCDMのプロジェクト設計書と同じ項目】

Ｂ．５．３．　ベースラインを設定した個人/主体名

Ｂ．３．　当該CDMプロジェクトがなかった場合と比べ、人為的GHG排出量
がどのように削減されるのかについての記述

Ｂ．４．　当該プロジェクト活動の境界についての記述

Ｂ．５．　ベースライン検討の詳細

Ｂ．５．１．　小規模CDMのベースラインとして定められている方法を用
いた、当該プロジェクトのベースラインの特定

Ｂ．５．２．　ベースラインに関する本セクションの作成日

Ａ．４．３．　提案するCDMプロジェクト活動による人為的GHG排出量の
削減に関する概要説明

Ａ．４．４．　プロジェクト活動に対する公的資金

Ａ．４．５．　当該小規模プロジェクト活動が大規模プロジェクト活動を細
分化された一部でないことの確認

Ｂ．ベースラインの方法

Ｂ．１．　プロジェクト活動に適用したベースライン方法の名称及び出典

Ａ．４．１．　【通常のCDMのプロジェクト設計書と同じ項目】

Ａ．４．２．　プロジェクト活動の種類・技術（小規模CDMとして定められ
ている種類に合致していることが必要）

Ｂ．２．　当該プロジェクト活動に適用した（ベースラインの）種類

Ａ．１．～Ａ．３．【通常のCDMのプロジェクト設計書と同じ項目】

Ａ．４．　プロジェクト活動の専門的記述

Ａ．プロジェクト活動の概要

Ｅ．１．２．３．　プロジェクト活動によるGHG排出量（Ｅ．１．２．１．とＥ．１．２．２．
の合計）

Ｅ．２． 　上記計算式での算出に用いた表

Ｅ．１．２．４．　ベースライン排出量の推定に用いた計算式（小規模CDMのベー
スラインとして定められている方法を用いる）についての記述

Ｅ．１．２．５． 　プロジェクト活動によるGHG排出削減量（Ｅ．１．２．４．とＥ．１．
２．３．の差）

Ｅ．１．２．２． 　必要な場合、プロジェクト活動による人為的なGHG排出量のリー
ケージ分の推定に用いた計算式についての記述

Ｅ．１．２．１．　プロジェクト活動による人為的なGHG排出量（プロジェクト境界
内）の推定に用いた計算式についての記述

Ｅ．１．２．　小規模CDM用として定められているものから選択しなかった
場合の計算式の記述

Ｅ．１．１．　小規模CDM用として定められているものから選択した計算式

Ｄ．４．　モニタリング方法を決定した個人/主体名

Ｄ．３．　モニタリングするデータ

Ｄ．２．　当該方法を選択した正当性及び当該プロジェクト活動への適用理由

Ｄ．１．　プロジェクトに適用した承認されている方法の名称及び出典

Ｄ．モニタリングの方法及び計画

Ｆ．環境への影響

Ｆ．１．　ホスト国から求められた場合、環境への影響について分析した文書

Ｇ．利害関係者のコメント 【通常のCDMのプロジェクト設計書と同じ項目】

別紙１．プロジェクト参加者についての連絡先

Ｅ．１．　用いた計算式

別紙２．公的資金についての情報

Ｅ．GHG排出源ごとの排出量の計算

3-7.　小規模CDMプロジェクトの簡易な手続き

小規模CDMのプロジェクト設計書の記入項目の概要 ［決21/CP8 ANX-II ﾊﾟﾗ13］ ［決21/CP8 ANX-II APX-A］

◆ 小規模CDMプロジェクト設計書の具体的な記入項目の概要は以下のようになっている（2003年1月21日発表のバージョン01に基づく）
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3.　CDMの活用

3-8.　【参考】運営組織申請者の認定手続き

　指定運営組織の候補事業者がCDM理事会から認定（accreditation）を受けようとする場合のプロセスの概要は以下のようになっている

（2003年1月30日発表のバージョン03に基づく）[EB7報告 ANX-2]。なお、手続きについては、可能な限り電話会議や電子的手段で行われる。

(1)専門部門（sectoral scope）の選択
☞CDM理事会の示す専門部門リ

ストから、１つ以上を選択する
☞専門部門とは、DOEが業務を行

うことのできる範囲
☞後から追加申請することも可
☞現在13部門が提示されている

（P28参照）
(2)申請書の記入

☞申請書様式は決定・公開済み
☞記入内容等は対外秘

(3)申請料の払い込み
☞15,000ドル[EB4報告 ﾊﾟﾗ8]
　（非附属書Ⅰ国の申請者は、最

初の払い込みは半額でも可の
場合がある[EB6報告 ﾊﾟﾗ3(f)]）

☞原則として払い戻ししない

CDM-APの指導の下で運営組織候補の
詳細評価を行う。各評価毎に、CDM理事
会が募集・登録した専門家リストから、
CDM-APが選ぶ。

(4)申請書の確認
(5)情報公開

☞OE 申請者名
と申請した専
門部門をｳｪﾌﾞ
ｻｲﾄに公開

☞締約国、利害
関係者、認定
されたNGOか
らのコメントを
1 5 日 間 受 け
付け（コメント
は公表される）

(6)申請ﾌｧｲﾙの作成
☞申請書、

CDM-ATﾒﾝﾊﾞｰ
申請者リスト、
CDM-AT用の
作業計画案
からなる

(7)CDM-ATメンバーの選定
☞最低３人（うち１人がリー

ダー）を選ぶ
☞OE申請者の規模、申請し

た専門部門の数等によって
は増員することも可

(8)申請書の予備審査
☞要評価事項の特定等

(9)（必要に応じ）CDM-AT用作業
　　計画案の見直し

☞要評価事項を反映させる選定したCDM-ATメンバーを通知（条約事務局経由）

(11)CDM-ATメンバーの決定
☞OE申請者の反論が立証さ

れた場合、メンバーを入れ
替える

(12)CDM-ATへの情報提供
☞OE申請者の全情報、申請

書予備審査結果、CDM-AT
用作業計画案

(10)CDM-ATメンバー選定の承諾
☞メンバーに不満がある場合は、

６営業日以内に、理由を添えて
書面でCDM-APに反論する

（以降の手続きは、申請料を先に支払った申請者から順番で行われる）

☞現地調査では、DOEとして必要な基準（P11参照）を満たしているかを評価する
☞立会審査では、OE申請者による実際の有効化・検証・認証作業に立ち会う
☞いずれもCDM-ATが行うものであり、可能であれば同時に行う

(13)OE候補提出書類の机上審査(desk review)
☞机上審査報告書を作成する
☞書類の不備は、CDM-AT用作業計画の

最終案作成前に解決しておく
(14)立会審査（witnessing）の内容の特定

☞専門部門毎に最低１回は必要
(15)CDM-AT用作業計画の最終案の作成

☞現地調査（on-site assessment）及び立
会審査の詳細が含まれていること

(16)CDM-AT用作業計画の承認
☞特に立会審査の回数の決

定等

運営組織（OE）申請者 CDM認定パネル（CDM-AP）CDM評価チーム（CDM-AT） 条約事務局

次項へ続く
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3.　CDMの活用

3-8.　【参考】運営組織申請者の認定手続き

運営組織（OE）申請者 CDM理事会CDM認定パネル（CDM-AP）CDM評価チーム（CDM-AT）

前項からの続き

CDM-AT用作業計画を通知（条約事務局経由）

(18)現地調査・立会審査の日程決定
☞現地調査と立会審査は、可能な限り同

時に行うようにする
○必要な立会審査機会を設定できな

い場合、６営業日以内に設定が遅
れる旨を書面で要請することが必要

☞要請がない場合は、CDM-AT
による現地調査が開始される

○要請後、３ヶ月以内に設定できない
場合は、現地調査を受け入れるか、
申請を取り下げることが必要

(17)立会審査機会の設定
☞立会審査の受入日時について

６営業日以内に書面で回答

現地調査の後に引き続いて立
会審査が行われない場合には、
そのOE申請者の書類審査と現
地調査が成功裏に完了した旨
のレターをだすかどうかをCDM-
APが決定

(19)現地調査（on-site assessment）の実施
☞必要な基準（P11参照）を満たしているか
☞申請した専門部門に関する能力等

(20)立会審査（witnessing）の実施
☞CDM-ATのうち最低２名が実施
☞提案中又は登録済みのCDMプロジェク

トにおける有効化・検証・認証の作業に
立ち会う

☞立会審査報告書を作成する
(21)仮報告書案の作成

(22)仮報告書案の確認とコメント提出
☞仮報告書案受領後、６営業日

以内
(23)仮報告書の完成

☞最終立会審査完了後、６週間以内

(24)改善策の提示と実施
☞30日以内に改善策を提示
☞改善策は６ヶ月以内に実施
☞実施できなかった場合は、申請

が却下される (25)改善策の実施状況の検証
(26)最終報告書案の作成

(27)最終報告書案へのコメント提出
☞６営業日以内

(28)最終報告書の作成

理事会に対する勧告内容を通知

(32)認定/不認定の決定
☞CDM-AP勧告後に

開催される理事会
で、非公開に検討

☞関 係 書 類 は 事 前
配布しておく

☞COP/MOP に 指 定
を勧告するか、申
請を拒否するかを
決定

☞拒否する場合には
理由を添える

(33)決定内容の公開
☞決 定 内 容 とOE 申

請者に通知し、公
表

(31)勧告内容に対する提訴又は申請
の取り下げ

☞６営業日以内

(29)最終報告書の検討
(30)認定/不認定について、CDM

理事会に勧告
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3.　CDMの活用

3-8.　【参考】運営組織申請者の認定手続き

スポット・チェック（臨時査察）
　CDM理事会は指定運営組織（DOE）に対して、必要に応じていつでもスポット・チェックを行うことが

できるが、その具体的内容は以下の通り[EB7報告 ANX-2 C.2.]

◆ CDM理事会によるスポット・チェックは、次のような契機によって開始される

☞CDMプロジェクトの登録やCERの発行段階で、既決定の手続きに従って再審査要求があっ

た場合（P19,20参照）

☞指定運営組織に、業務遂行能力に関わる重大な変更があった場合

☞他の指定運営組織、条約事務局認定NGO、利害関係者から書面で要求があった場合　等

◆ CDM理事会がスポット・チェックを行うことを決定した場合、条約事務局から当該指定運営組織及

びCDM-APに通知し、その指定運営組織はスポット・チェック費用を支払うことが必要

◆ CDM-APはCDM-ATを設置するとともに、状況に応じて以下の２つのうちどちらかを決定

☞CDM理事会に対して、スポット・チェックの結果が出るまで当該指定運営組織の認定を中断

するよう勧告する

☞又は、限定的な現地調査/立会審査や問題のあった専門部門に特化して評価を行う

◆ スポット・チェックは認定手続き（P26～27参照）と同様に行う

☞最終的にはCDM-APが、CDM理事会に対して文書を提出する

◆ CDM理事会は以下を決定する

☞当該指定運営組織の認定及び指定を確認する

☞COP/MOPに対して当該指定運営組織の指定の一時停止又は取消を勧告する

⇨ CDM理事会による勧告はCOP/MOPの最終決定までは暫定的な効力を持つ

専門部門（sectoral scope）
◆ 運営組織（OE）申請者が選択す

る専門部門のリストは以下のよ

うになっている（2002年9月30日

発表のバージョン01に基づく）

①エネルギー産業

②エネルギー輸送

③エネルギー需要

④製造業

⑤化学産業

⑥建設

⑦運輸

⑧鉱業・無機工業

⑨金属工業

⑩燃料からの漏洩

⑪HFC等の漏洩

⑫溶剤使用

⑬廃棄物処理・処分

認定等に必要な費用[EB7報告 ANX-2 D.3.]

運営組織（OE）申請者は、以下のような費用について、全て事前に払い込むことが必要（原則として払い戻しされない）

◆ CDM理事会に対する認定申請料（附属書Ⅰ国の申請者は15,000ドル[EB4報告 ﾊﾟﾗ8]、非附属書Ⅰ国の申請者は最初の払い込みはその

半額でも可の場合がある[EB6報告 ﾊﾟﾗ3(f)]）

◆ CDM-ATによる現地調査・立会審査に必要な実費

☞航空料金（ビジネスクラス）、宿泊費（４つ星クラス）、国連規定による日当（現在の標準額は400ドル）

☞上記に加えて、CDM-ATの業務に必要な金額（条約事務局が提示する）

◆ OE申請者による提訴費用（条約事務局の提示する額を20営業日以内に支払わないと、提訴を取り下げたと見なされる）

☞OE申請者の主張が正しかった場合には、費用総額は払い戻される

◆ スポット・チェック費用（条約事務局の提示する額を30営業日以内に支払わないと、その時点で認定・指定が自動的に一時停止される）


